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浦
島
説
話
の
周
辺

―
―
『古
事
談
』
再
読
―
―

一

称
徳
天
皇
の
衝
撃
的
な
死
の
秘
話
を
語
る
第

一
話
と
、
ま
た
そ
の
背
後
に
複

雑
な
皇
位
継
承
の
争
い
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
第
二
話
の
清
和
天
皇
立
太

子
の
記
事
に
挟
ま
れ
て
、
『古
事
談
』
は
や
や
唐
突
に
、
な
つ
か
し
い
音
話
を
想

起
さ
せ
る
浦
島
子
帰
還
の
説
話
を
抄
録
す
る
。

淳
和
天
皇
御
宇
天
長
二
年
∧
乙
巳
∨
。
丹
後
国
余
佐
郡
人
水
江
浦
島
子
。
此

年
乗
二
松
船
「
到
二
故
郷
「
髪
間
邑
浪
没
、
物
皆
不
レ
似
ｉ
日
日
「
山
川
相
遷
。

人
居
成
レ
淵
。
子
レ
時
浦
島
子
走
二
四
方
一訪
三
族
一。
無
二
敢
知
者
「
但
有
二
一

老
姻
一。
浦
島
子
間
云
。
汝
何
郷
人
乎
。
亦
知
・一吾
根
元
一哉
。
老
娼
答
云
。

吾
生
二
此
郷
一而
百
有
七
年
。
不
レ
知
二
敢
君
事
一。
唯
吾
祖
父
口
伝
云
。
昔
水

江
浦
島
子
。
好
レ
釣
遊
レ
海
永
不
レ
還
。
其
後
不
レ
知
二
幾
百
年
一一ム
々
。
浦
島

子
間
二
此
語
「
即
雖
レ
欲
レ
還
二
神
女
処
一。
敢
無
レ
然
。
干
レ
時
慕
二
神
女
一。

開
二
彼
所
レ
与
之
玉
匡
一。
紫
雲
出
レ
従
レ
匝
。
起
上
指
レ
西
飛
去
了
云
々
。
但

島
子
辞
レ
郷
之
後
。
経
三
二
百
年
一還
二
故
郷
一。
其
容
顔
如
二
幼
童
一云
々
。

此
事
。
浦
島
子
伝
云
。
雄
略
天
皇
二
十
二
年
。
水
江
浦
島
子
独
乗
二
釣
船
「

曳
二
得
亀
一。
浮
二
於
波
上
一。
眠
〓
於
舟
中
一之
間
。
霊
亀
変
化
。
忽
作
二
美

苦
九　
木

女
一。
玉
顔
之
艶
。
南
威
障
レ
袂
而
失
レ
魂
。
素
質
之
閑
。
西
施
掩
レ
面
而

無
レ
色
。
眉
如
三
初
月
出
二
於
蛾
眉
山
一。
唇
似
三
落
星
流
二
於
天
漢
水
一。
繊

躯
雲
谷
。
当
レ
散
暫
留
。
軽
鉢
鶴
立
。
将
レ
飛
未
レ
翔
。
島
子
間
云
。
神
女

有
二
何
因
縁
一而
化
来
哉
。
何
処
為
レ
居
。
誰
人
為
レ
祖
。
神
女
云
。
妾
是

蓬
薬
山
之
女
也
。
不
死
之
金
庭
。
長
生
之
玉
殿
。
妾
之
居
処
。
父
母
兄

弟
在
二
彼
金
閥
一。
妾
在
昔
之
世
。
結
二
夫
婦
之
儀
一。
而
我
成
二
天
仙
一。
生
ニ

蓬
末
宮
之
中
↓
子
作
二
地
仙
一。
遊
二
於
澄
江
波
之
上
一。
今
感
二
宿
昔
之
因
一。

来
随
二
俗
境
之
縁
一也
。
宜
レ向
二
蓬
末
宮
一。
将
レ
遂
二
嚢
時
之
志
一。
願
合
レ

眼
。
島
子
唯
諾
。
随
二
神
女
語
一。
須
失
之
間
。
向
二
於
蓬
葉
山
一。
於
レ
是
神

女
与
二
島
子
一提
携
到
二
蓬
薬
宮
一。
而
令
三
島
子
立
二
於
門
外
一。
神
女
先
入

生
ｒ
於
父
母
「
而
後
共
入
二
仙
宮
一。
神
女
衣
香
醸
々
。
似
三
春
風
之
送
二
百

和
香
一。
堀
声
錦
々
。
如
三
秋
調
之
韻
〓
万
籟
響
一。
島
子
已
為
二
漁
父
一。
亦

為
二
釣
翁
一。
然
而
志
成
・一高
尚
一。
凌
レ
雲
弥
新
。
心
存
二
強
弱
「
得
レ
仙
因

健
。
其
宮
為
レ
鉢
。
金
精
玉
英
。
敷
〓
於
丹
塀
之
内
一。
璃
珠
珊
瑚
。
満
二
於

玄
圃
之
表
一。
清
池
之
波
心
。
芙
蓉
開
レ
唇
而
発
レ
栄
。
玄
泉
之
涯
頭
。
蘭

菊
含
レ
咲
而
不
レ
凋
。
島
子
与
二
神
女
一共
入
二
玉
房
「
薫
風
吸
二
宝
帳
一而

羅
帷
添
レ
香
。
翡
翠
簾
萎
而
翠
嵐
巻
レ
筵
。
芙
蓉
帷
開
而
素
月
射
レ
幌
。
朝

浩



服
二
金
丹
石
髄
一。
暮
飲
二
玉
酒
瑣
漿
「
九
光
芝
草
駐
レ
老
之
方
。
百
節
菖
蒲

延
レ
齢
之
術
。
妾
漸
見
二
島
子
之
容
顔
「
累
レ
年
枯
稿
。
逐
レ
日
骨
立
。
定

知
。
外
雖
レ
成
二
仙
宮
之
遊
宴
一。
而
内
生
二
旧
郷
之
恋
慕
『
宜
下
還
二
故
郷
¨

尋
中
訪
旧
里
い
島
子
答
日
。
久
侍
二
仙
洞
之
筵
一。
常
嘗
二
霊
薬
之
味
「
何

非
レ
楽
哉
。
亦
非
レ
幸
哉
。
抑
神
女
為
二
天
仙
一。
余
為
二
地
仙
「
随
五
叩
進

退
。
豊
得
レ
逆
Ｌ
日
哉
。
神
女
与
二
送
玉
匝
一。
裏
以
二
五
線
之
錦
締
一。
絨

以
二
万
端
之
金
玉
「
誠
二
島
子
一云
。
若
欲
レ
見
二
再
逢
之
期
「
莫
レ
開
二
玉

匝
之
絨
ピ
百
畢
約
レ
成
。
分
レ
手
辞
去
。
島
子
乗
レ
舟
眠
レ
ロ
帰
去
。
忽
以

到
二
故
郷
澄
江
浦
一。
全
国
史
大
系
し

や
や
唐
突
に
、
と
評
し
た
如
く
、　
一
読
し
て

「王
道
后
宮
」
と
題
さ
れ
る
巻

第

一
の
テ
ー
マ
に
鑑
み
る
に
、
『古
事
談
』
に
お
け
る
本
話
の
位
置
づ
け
は
必
ず

し
も
明
確
で
は
な
い
。

巻

一
冒
頭
に
は
、
第

一
話
称
徳
天
皇
御
事
、
第
二
話
に
い
わ
ゆ
る
浦
島
子

伝
が
置
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
第

一
話
は
そ
の
暴
露
記
事
的
内
容
の
た
め

に
、
第
二
話
は
何
故
に
浦
島
子
の
逸
話
が
王
道
の
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る

の
か
と
い
う
疑
間
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
、巻

一
の
み
な
ら
ず
、
『古
事
談
』

と
い
う
作
品
全
体
の
印
象
を
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
に
し
て
き
た
傾

向
が
あ
る
。
（伊
東
玉
美

『院
政
期
説
話
集
の
研
究
』
四

一
頁
）

そ
の
「と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
」
さ
に
つ
い
て
、
伊
東
玉
美
氏
は
、
巻

一
に
「帝

運
、
帝
の
徳

・
不
徳
を
測
る
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
な
る
も
の
、
政
の
主
宰
者
に
帰

せ
ら
る
べ
き
性
質
の
も
の
」
と
し
て
の

「天
変
地
異

。
怪
事
件
」
の
記
述
が
散

見
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
本
話
を
こ
う
論
ず
る
。

浦
島
子
の
記
事
が
巻

一
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
『古
事
談
』
が
浦
島
子

の
逸
話
を
怪
異
と
み
な
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
『古
事
談
』
・

『水
鏡
』
の
浦
島
子
記
事
の
共
通
の
出
典
と
考
え
ら
れ
る

『扶
桑
略
記
』
を

は
じ
め
、
『簾
中
抄
』
、
そ
れ
を
用
い
た
『愚
管
抄
』
巻

一
翁
皇
帝
年
代
記
し
、

『皇
代
記
」
と
い
っ
た
歴
史
書
。年
表
類
が
、
『古
事
談
』
と
同
じ
く
浦
島

子
の
件
に
言
及
し
て
い
る
の
も
同
じ
理
由
に
拠
る
も
の
だ
ろ
う
。
実
際
、

三
百
年
も
の
間
行
方
不
明
で
あ

っ
た
者
が

「容
顔
如
二
幼
童
ご

（『古
事

談
し

く
し
て
帰
っ
て
来
た
、
と
い
う
の
は
、
確
か
に
怪
事
件
と
み
な
し
て

然
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（同
右
）

と
こ
ろ
が
、
生
井
真
理
子
氏
は

『千
載
集
』
賀
の
歌
に
浦
島
が
読
ま
れ
た
例

（巻
十

（賀
歌
）
六
二
六
番
、
藤
原
俊
成
歌
）
を
挙
げ
、
「し
か
し
そ
れ
で
は
、

同
時
代
の
藤
原
俊
成
が
こ
の

「怪
事
件
」
を
祝
歌
に
詠
み
込
ん
だ
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。」
（「古
事
談
―
―
浦
島
子
伝
―
―
」
『同
志
社
国
文
学
』
第
４６
号
、

一
九
九
七

・
三
）
と
こ
の
説
を
批
判
す
る
。
生
井
氏
は
、
そ
の
批
判
か
ら
独
自

な

『古
事
談
』
の
読
み
を
展
開
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応

じ
て
後
述
す
る
と
し
て
、
た
し
か
に
、
本
話
の
位
置
づ
け
に
は
、
『古
事
談
』
の

収
載
に
至
る
ま
で
、
時
代
に
よ
っ
て
も

一
様
で
は
な
い
浦
島
説
話
の
コ
ン
テ
キ

ス
ト
の
再
確
認
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
『古
事
談
』
の
記
述
様
式
に
も
窺
え
る
よ
う
に
、
所
載
説
話
が
お
そ
ら

く
は
二
種
類
の
浦
島
伝
説
を
摘
記
し
、
「此
事
」
と
始
ま
る
後
半
部
を
以
て
、
二剛

半
の
出
来
事
の
注
釈
の
如
く
に
繋
げ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

出
典
関
係
の
確
実
な
方
か
ら
い
え
ば
、
後
半
部
は
、
『古
事
談
」
と
の
出
典
関

係
が
ほ
ぼ
確
認
さ
れ
る

『扶
桑
略
記
』
の
、
雄
略
二
十
二
年
に

「続
浦
島
子
伝

云
」
と
し
て
引
か
れ
る
部
分
に
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。　
一
方
、
前
半
部
は
、
林
晃

平
氏
が
「ま
っ
た
く
同
じ
内
容
の
も
の
」
と
指
摘
す
る
説
話
が
、
『和
歌
童
蒙
抄
』

に
あ
る
。
異
な
り
を
含
む
な
ど
、
参
照
す
べ
き
部
分
の
み
掲
げ
る
。

又
云
、
元
明
天
皇
六
年
四
月

（
二
）
丹
波
国
五
郡
を
割
て
は
じ
め
て
丹
後

国
を
置
り
。
委
二
見
国
史
「
天
長
二
年
乙
巳
丹
後
国

（ノ
）
余
佐
郡

（ノ
）



人
水
江
浦
島
子
、
此
年

「釣
」
（松
）
舟
に
乗
て
故
郷

「
へ
」
↑
じ

至
れ

り
。
（中
略
）
神
女
を
恋
て
彼

（ノ
）
あ
た
へ
し
所
の
玉
厘
を
ひ
ら
く
処
に
、

紫
の
雲
く
し
げ
の
「中
」
（ウ
チ
）
よ
り
立
の
ぼ
り
て
西
を
さ
し
て
さ
り
き
。

但
、
浦
島
子
か
へ

（
レ
）
る
時
若
き
わ
ら
は
の
ご
と
し
。
箱
を
ひ
ら
い
て

後
老
大
す
み
や
か
に
至
り
て
行
歩
に
た
へ
ず
な
む
有
け
る
。
彼
雄
略
天
皇

二
十
二
年
よ
り
、
此
淳
和
天
皇
天
長
二
年
に
い
た
る
ま
で
三
百
四
十
八
年

と
い
ふ
に
か
へ
り
来
た
れ
り
。
３
和
歌
童
蒙
抄
』
「日
本
歌
学
大
系
」
巻
二
。

カ
ッ
コ
内
は
尊
経
閣
本
に
よ
る
補
）

二

如
上
、
『古
事
談
』
の
説
話
の
所
在
は
、
雄
略
二
十
二
年
と
、
天
長
二
年
と
二

つ
の
時
代
に
渉
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
か
け
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
そ
の
二
つ
の
時
代
に
現
れ
る

「浦
島
」
の
出
自
に
は
、
と
う
て
い
同

一

人
と
思
え
な
い
ほ
ど
の
異
な
り
が
あ
っ
た
。

俗
説
云
、
雄
略
天
皇
の
御
宇
に
、
丹
後
国
余
社
郡
の
人
、
水
江
の
浦
島
子

船
に
の
り
て
大
亀
を
つ
り
得
し
に
、
此
亀
化
し
て
美
女
と
な
る
。
浦
島
子

此
女
と
と
も
に
蓬
薬
に
い
た
り
、
三
百
四
十
余
年
を
経
て
、
淳
和
帝
の
御

宇
天
長
二
年
に
日
本
に
か
へ
る
と
い
ふ
。

或
云
、
日
本
紀
に
雄
略
帝
の
御
宇
二
十
二
年
七
月
、
丹
後
国
余
社
郡
管
川

の
人
、
水
江
浦
島
子
蓬
葉
に
い
た
る
と
あ
り
。
舎
人
親
王
の
日
本
紀
を
奏

上
せ
ら
れ
し
は
、
元
正
帝
の
養
老
四
年
五
月
二
十

一
日
と
、
続
日
本
紀
に

見
え
た
れ
ば
、
彼
の
浦
島
子
が
蓬
葉
よ
り
帰
れ
る
こ
と
、
日
本
紀
編
纂
の

前
に
あ
る
べ
し
。
し
か
ら
ず
ば
、
親
王
何
に
よ
つ
て
浦
島
が
蓬
末
に
ゆ
け

る
こ
と
を
知
り
給
は
ん
や
。
殊
に
聖
武
の
朝
に
え
ら
ば
れ
じ
と
い
へ
る
万

葉
集
に
、
浦
島
が
古
郷
に
か
へ
り
て
死
せ
し
こ
と
を
の
せ
た
る
を
見
れ
ば
、

其
後
百
余
年
を
経
て
、
淳
和
帝
の
御
宇
に
か
へ
れ
り
と
云
ふ
。
浦
島
子
は
、

同
名
異
人
な
る
こ
と
明
か
な
り
。
翁
広
益
俗
説
弁
』
（正
編
巻
十
　
士
庶
）

「国
民
文
庫
し

「同
名
異
人
」
と
は
い
さ
さ
か
レ
ト
リ
カ
ル
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
う
心

は
、
「日
本
紀
」
３
日
本
書
紀
し

以
前
に
本
来
完
結
し
て
い
た
は
ず
の
浦
島
伝

説
が
、
天
長
二
年
に
何
故
か
還
っ
て
き
た
と
い
う

「浦
島
」
に
よ
っ
て
、
新
し

く
再
生
さ
せ
ら
れ
た
、
も
し
く
は
旧
来
の
浦
島
伝
説
に
付
会
さ
れ
て
、
新
た
な

伝
説
が
平
安
期
の
あ
る
時
期
に
作
り
出
さ
れ
た
、
と
の
考
証
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

概
ね
首
肯
さ
れ
る
べ
き
で
、
浦
島
説
話
に
お
け
る
両
者
の
差
異
に
つ
い
て
は
、

明
確
な
区
分
を
し
て
論
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
そ
の

「日
本
紀
」
だ
が
、
浦
島
伝
説
が
記
さ
れ
る
の
は
、
「生
れ
ま
し

な
が
ら
自
髪
」
（清
寧
即
位
前
紀
）
だ
っ
た
と
い
う
清
寧
、
自
髪
武
広
国
押
稚
日

本
根
子
天
皇
が
、
即
位
以
前
、
「諸
子
の
中
特
に
霊
異
」
（同
上
）
を
以
て
雄
略

よ
り
愛
顧
さ
れ
て
皇
太
子
に
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
年
の
記
述
に
お
い
て
で

あ
る
。二

十
二
年
の
春
正
月
己
酉
の
朔
に
、
自
髪
皇
子
を
以
ち
て
皇
太
子
と
為
し

た
ま
ふ
。
秋
七
月
に
、
丹
波
国
余
社
郡
管
川
の
人
水
江
浦
島
子
、
舟
に
乗

り
て
釣
し
、
遂
に
大
亀
を
得
た
り
。
便
ち
女
に
化
為
る
。
是
に
浦
島
子
、

感
で
て
婦
に
し
、
相
逐
ひ
て
海
に
入
り
、
蓬
末
山
に
到
り
、
仙
衆
に
歴
り

観
る
。
語
は
別
巻
に
在
り
。
Ｓ
日
本
書
紀
』
巻
十
四

（雄
略
紀
）。
引
用
は
、

「新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
の
訓
読
）

こ
の
年
に
か
か
る
事
柄
は
、
こ
れ
の
み
で
あ
る
ゆ
え
に
、
「別
巻
」
な
る
も
の

の
不
明
と
相
侯
っ
て
、
右
の
浦
島
の
記
事
は
い
さ
さ
か

「不
可
解
」
な
叙
述
で

あ
る
、
と
の
指
摘
が
あ
る
。

『日
本
書
紀
』
の
浦
嶼
子
伝
説
の
記
載
は
、
（中
略
）
日
下
部
首
の
氏
祖
伝



承
と
し
て
の
浦
嶼
子
伝
説
を
収
載
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
氏
祖

伝
説
や
、
氏
族
譜
を
記
載
し
て
い
る
時
は
何
ら
か
そ
れ
ら
の
氏
族
に
か
か

わ
る
事
件
の
記
載
と
関
連
し
て
収
録
す
る
の
が
常
例
で
あ
る
。
し
か
し
こ

の
浦
嶼
子
伝
説
の
場
合
に
は
、
そ
う
い
う
こ
と
は
全
然
な
く
、
突
如
と
し

て
雄
略
二
十
二
年
の
条
に
、
孤
立
し
て
、
浦
嶼
子
伝
説
だ
け
を
記
載
し
、

そ
の
前
後
の
記
載
と
の
関
連
は
全
く
認
め
ら
れ
ず
、
独
立
し
た
記
載
で
あ

る
。
し
か
も
、
も
し
こ
こ
で
特
に

『日
本
書
紀
』
編
者
が
浦
嶼
子
に
つ
い

て
の
記
載
を
す
る
必
要
が
あ
っ
て
、
こ
の
伝
説
を
収
め
た
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
『丹
後
国
風
土
記
逸
文
』
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
き
わ
め
て
詳

細
な

「別
巻
」
が

『日
本
書
紀
』
の
編
纂
者
の
手
元
に
は
あ
っ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
も
っ
と
詳
し
く
記
載
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
独
立
的
に

こ
の
伝
説
を
扱
っ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
全
貌
を
伝
え
ず
、

わ
ず
か
に
そ
の
前
半
部
に
あ
た
る
部
分
を
記
し
、
後
半
部
は

「別
巻
」
に

あ
り
と
し
て
省
略
し
て
い
る
態
度
も
不
可
解
で
あ
る
。
要
す
る
に
こ
の
伝

説
を
特
に
こ
こ
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
性
が
感
じ
ら
れ

な
い
ば
か
り
で
な
く
、
何
か
や
む
を
え
ず
こ
の
伝
説
を
、
こ
の
部
分
に
穴

埋
め
的
に
挿
入
し
て
し
ま
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
感
じ
を
与
え
る
の
で

あ
る
。
二
十
二
年
の
条
に
は
、
「春
正
月
己
酉
朔
。
以
二
白
髪
皇
子
一為
二
皇

太
子
こ

と
い
う
簡
単
な
帝
紀
的
な
記
載
だ
け
が
あ
り
、
こ
れ
に
次
い
で

「秋
七
月
。
云
々
」
と
浦
嶼
子
伝
説
を
収
録
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
立

太
子
と
浦
嶼
子
伝
説
と
が
何
ら
関
係
の
あ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
し
、
こ
の
前
後
の
年
の
物
語
に
も
、
浦
嶼
子
伝
説
を
記
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
関
連
性
を
も
つ
事
件
や
、
物
語
は
何
ひ
と
つ
見
出

せ
な
い
。
『日
本
書
紀
』
の
編
者
が
、
浦
嶼
子
伝
説
を
、
な
ぜ
こ
こ
に
収
録

し
た
の
か
、
そ
の
点
も
追
求
を
要
す
る
点
で
あ
る
。
（水
野
佑

『古
代
社
会

と
浦
島
伝
説
』
下
三
二
八
頁
）

水
野
氏
の
主
張
の
根
幹
で
あ
る

「日
下
部
首
の
氏
祖
伝
承
と
し
て
の
浦
嶼
子

伝
説
」
と
い
う
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
い
ま
論
ず
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
氏

族
に
関
わ
る
記
載
も
な
く
、
記
述
は
浦
島
伝
説
の
前
半
し
か
伝
え
ず
、
謎
め
い

た

「別
記
」
の
指
示
を
付
し
て
い
る
と
い
う

「必
然
性
」
の
な
さ
は
、
こ
の
論

旨
上
か
ら
も
、
そ
も
そ
も
本
話
が

「氏
族
譜
」
の
記
述
で
あ
る
こ
と
自
体
を
疑

わ
せ
る
。
む
し
ろ
水
野
氏
の
疑
間
が
導
く
消
去
法
は
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
は
、

氏
が

「何
ら
関
係
の
あ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
」
と
し
て
切

り
捨
て
て
し
ま
っ
た

「立
太
子
と
浦
嶼
子
伝
説
と
」
の

「関
係
」
を
め
ぐ
る
再

考
の
み
が
、
逆
説
的
に
、
浦
島
伝
説
解
読
の
唯

一
の
鍵
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す

２つ
。名

に
負
う
皇
太
子
の

「自
髪
」
と
符
合
し
て
、
浦
島
説
話
に
欠
か
せ
な
い
も

の
が
、
浦
島
子
の

「白
髪
」
化
で
あ
る
。
『書
紀
』
所
引
伝
説
お
よ
び
古
い
伝
記

で
あ
る

『丹
後
国
風
上
記
』
逸
文
の

「浦
島
伝
」
に
は

「自
髪
」
化
を
記
さ
な

い
も
の
の
、

丹
後
国
風
上
記
で
は
、
浦
島
が
箱
を
開
け
る
な
り
み
る
み
る
白
髪
の
老
人

に
な
っ
た
、
と
い
ぶ
あ
の
後
世
に
は
有
名
な
話
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、

浦
島
の
身
に
さ
う
し
た
変
化
が
起
こ
ら
な
か
つ
た
か
ら
で
は
な
く
、
ま
た

筆
者
が
書
き
忘
れ
た
の
で
も
な
く
て
、
既
に
風
上
記
の
時
代
の
人
々
に
と

つ
て
は
、
箱
を
開
け
る
と
と
も
に
浦
島
の
皮
膚
に
数
が
よ
り
自
髪
に
な
る

こ
と
は
周
知
の
事
柄
で
あ
つ
て
…
…

（増
田
繁
夫

「タ
マ
笛
を
も
つ
浦
島

は
死
な
ぬ
」
『大
阪
市
立
大
学
文
学
部
　
人
文
研
究
』
四
四
巻
十
三

（
一
九

九
二
。
十
二
》

と
と
る
な
ら
ば
、
『万
葉
集
Ｌ
局
橋
虫
麻
呂
歌
を
は
じ
め
、
彼
の
「自
髪
」
化
は
、

浦
島
説
話

「周
知
の
」
結
末
で
あ
っ
た
。



こ
の
箱
を
　
開
き
て
見
て
ば
…
…
白
雲
の
　
箱
よ
り
出
で
て
　
常
世
辺
に

棚
引
き
ぬ
れ
ば
…
…
た
ち
ま
ち
に
　
情
消
失
せ
ぬ
　
若
か
り
し
　
膚
も
敏

み
ぬ
　
黒
か
り
し
　
髪
も
自
け
ぬ
…
…

（『万
葉
集
』
巻
九
）

紫
雲
玉
匡
よ
り
出
で
、
蓬
山
を
指
し
て
、
飛
び
去
り
き
。
島
子
、
玉
巨
を

開
く
の
後
、
紫
雲
飛
去
り
し
処
、
老
大
忽
に
来
り
、
精
神
洸
惚
、
嘆
息
き

て
日
ひ
け
ら
く
、
「嵯
、
妬
ま
し
き
か
な
、
鳴
、
悲
し
き
か
な
。
神
女
と

一

諾
之
約
に
違
ひ
て
、
仙
遊
再
会
の
期
を
失
ひ
、
紅
涙
千
行
自
髪
を
湿
し
、

丹
誠
万
緒
、
経
宮
を
乱
せ
り
」
と
い
ひ
き
。
名
続
浦
島
子
伝
記
し

こ
う
し
て
、
浦
島
説
話
を

「自
髪
」
皇
子
立
太
子
と
関
わ
ら
せ
て
み
る
な
ら

ば
、
こ
の
浦
島
説
話
に
は
、
あ
ら
た
め
て
注
目
す
べ
き
点
が
見
え
て
く
る
。
そ

れ
は
、
祥
瑞
と
し
て
の

「亀
」、
及
び

「雲
」
翁
続
浦
島
子
伝
記
』
『古
事
談
』

ほ
か
）
の
出
現
で
あ
る
。
浦
島
子
が
釣
っ
た

「大
亀
」
翁
書
紀
し

と
は
、
『丹

後
国
風
土
記
』
に
拠
れ
ば
、
「五
色
亀
」、
『続
浦
島
子
伝
記
』
翁
古
事
談
』
等
も

同
じ
）
に
は
、
撃
並亀
」
と
あ
る
。
こ
の

「五
色
の
亀
」
を
重
松
明
久
氏
は

「神

の
化
身
の
瑞
亀
。
『延
喜
式
』
治
部
省
条
の
祥
瑞
の
う
ち
、
最
高
級
の
大
瑞
と
し

て
、
「黒
神
之
精
也
、
五
色
鮮
明
、
知
二
存
亡
一
明
二
吉
凶
一也
」
と
い
わ
れ
る
神

亀
が
み
え
る
。
こ
の
ほ
か
、
亀
で
は
、
上
瑞
と
し
て
玉
亀
が
み
え
る
。

」
（重
松

明
久

『浦
島
子
伝
し

と
注
し
、
下
出
積
興
氏
も
そ
れ
を
再
説
す
る

（『古
代
神

仙
思
想
の
研
究
し
。
重
松
氏
は
、
望
並亀
」
に
つ
い
て
も
、
祥
瑞
を
指
摘
す
る
企
副

掲
書
）。

一
方

磐
ご

で
あ
る
が
、
『風
土
記
』
に

「
（風
）
雲
し、
『万
葉
』
に

「白
雲
」

と
い
い
、
「浦
島
が
開
け
た
箱
の
中
か
ら
出
て
き
た
も
の
は
、
自
雲
あ
る
い
は
紫

雲
の
ご
と
き
も
の
で
あ
つ
た
と
い
ふ
事
情
只
増
田
氏
前
掲
論
文
）
を
考
え
れ
ば
、

単
な
る

「雲
気
」
と
し
て
の
祥
瑞

（出
石
誠
彦

『支
那
神
話
伝
説
の
研
究
」
「漢

代
の
祥
瑞
思
想
に
関
す
る
一
二
の
考
察
し

と
っ
て
も
よ
い
。
ま
た
、
「紫
雲
」

翁
続
浦
島
子
伝
記
』
ほ
か
）
な
ら
ば
、
中
国
に
お
い
て
聖
天
子
出
現
の
祥
瑞
と

（７
）

謂
わ
れ
、
六
国
史
に
お
い
て
、
『文
徳
実
録
』
以
下
、
し
ば
し
ば
諸
国
国
司
か
ら

の
報
告
を
記
載
す
る
。
あ
る
い
は
、
「玉
手
箱
の
中
か
ら
は
、
煙
か
雲
か
が
立
ち

上
っ
た
」
（浅
見
徹

『玉
手
箱
と
打
出
の
小
槌
　
昔
話
の
古
層
を
さ
ぐ
る
し
、
と

も
謂
わ
れ
る
如
く
、
浦
島
説
話
に
は
、
菫
ご

に
限
ら
ず
、
厘
か
ら
た
ち
の
ぼ
る

も
の
を
、
「紫
煙
天
に
昇
り
」
（群
書
類
従
本

『浦
島
子
伝
し
、
「け
ぶ
り
い
で
て
、

空
に
の
ぼ
り
ぬ
」
（
俊
頼
随
脳
』
「日
本
古
典
文
学
全
集
し

な
ど
、
「煙
」
と
記

す
例
も
早
く
か
ら
あ
る
。
「煙
か
雲
か
」
分
か
ち
が
た
い
様
相
の
あ
る
も
の
、
そ

れ
な
ら
ば

「慶
雲
」
と
見
え
た
か
も
知
れ
な
い
。

慶
雲
∧
状
若
レ
姻
非
レ
姻
若
ン
雲
非
レ
雲
。
∨
翁
延
喜
式
』
巻
二
十

一
、
治
部
省
・

祥
瑞

「国
史
大
系
し

立
太
子
と
浦
島
説
話
の
祥
瑞
性
と
。
そ
の
脈
絡
に
、
事
柄
と
し
て
は
遥
か
後

世
の
論
理
な
が
ら
、
し
か
し
、
こ
の

『日
本
書
紀
』
編
纂
の
時
点
に
お
い
て
は

現
在
で
あ
っ
た
政
治
の
論
理
を
参
照
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。

養
老
年
間
に
至
っ
て
、
祥
瑞
に
関
係
す
る
制
度
が

一
応
完
備
し
た
…
…
し

か
し
祥
瑞
と
皇
嗣
決
定
の
関
係
を
検
討
す
る
と
き
、
こ
の
思
想
に
新
た
な

機
能
の
生
じ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
岸
俊
男
氏
は
、
奈
良
朝
の
瑞
亀
に

よ
る
改
元
が
必
ず
皇
位
の
継
承
を
と
も
な
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

事
実
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
少
し
く
詳
細
に
み
る
と
、
元
明
天
皇
の
譲
位

以
後
、
即
位
を
含
め
た
皇
嗣
の
決
定
が
、
常
に
出
瑞
を
前
提
と
し
て
い
る

事
実
が
あ
る
。
（東
野
治
之

「飛
鳥
奈
良
朝
の
祥
瑞
災
異
思
想
」
『日
本
歴

史
』
二
五
九
号
、　
一
九
六
九
年

一
二
月
）

『書
紀
』
に
拠
れ
ば
、
雄
略
の
遺
詔
に
も
憂
え
る
よ
う
に
、
清
寧
即
位
に
当

た
っ
て
、
「星
川
皇
子
」
の
反
乱
と
そ
の
制
圧
と
い
う
皇
権
を
揺
る
が
す
出
来
事

を
超
克
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

（清
寧
即
位
前
紀
）。
「扶
桑
略
記
』
雄
略



二
十
二
年
七
月
の
記
述
は
、
『日
本
書
紀
』
と
同
様
に
、
自
髪
皇
子
の
立
太
子
記

事
に
続
け
、
二
種
類
の
浦
島
の
記
事
を
載
せ

（後
述
）、
続
い
て
、
コ
一十
三
年

己
未
八
月
。
天
皇
年
九
十
三
崩
…
…
」
翁
国
史
大
系
し

と
描
い
て
い
る
。
『日

本
書
紀
』
に
比
し
て
浦
島
の
記
述
が
増
大
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
他
の
記

事
が
整
序
さ
れ
て
、
浦
島
の
出
来
事
が
、
雄
略
か
ら
清
寧
へ
、
い
わ
ば
皇
権
交

代
の
楔
の
よ
う
に
象
徴
的
な
出
来
事
と
し
て
明
確
な
姿
を
現
す
。

し
か
し
、
『日
本
書
紀
』
は
肝
心
な
、
浦
島
の
帰
還
後
を
記
さ
な
い
。
そ
れ
は
、

編
年
の
史
書
と
し
て
の
本
書
ゆ
え

全
二
浦
佑
之

『浦
島
太
郎
の
文
学
史
』
参
照
）

で
も
あ
ろ
う
が
、
「雄
略
紀
の
意
も
、
浦
島
子
が
帰
た
れ
ば
こ
そ
、
蓬
末
に
至
た

る
こ
と
は
知
れ
候
へ
」
３
年
山
紀
聞
』
「随
筆
大
成
し
、
も
ち
ろ
ん
浦
島
の
そ
の

後
は
、
「別
記
」
の
存
在
か
ら
、
『書
紀
』
編
纂
者
に
は
知
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
で
は
、
た
と
え
ば

『書
紀
』
編
纂
者
は
、
帰
還
後
の
浦
島
を
ど
の
よ
う

に
思
い
描
か
れ
て
い
た
か
。

『日
本
書
紀
』
の

「別
記
」
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

『風
土
記
』
の
末

尾
に
は
、（浦

島
）
忽
に
玉
匡
を
開
き
つ
。
即
ち
贈
ざ
る
間
に
、
芳
蘭
き
体
、
風
雲

に
率
ひ
て
蒼
天
に
翻
り
飛
び
き
。
嶼
子
、
即
ち
期
要
に
乖
き
違
ひ
て
、
還
、

復
び
会
ひ
難
き
こ
と
を
知
り
、
首
を
廻
ら
し
て
脚
厨
み
、
涙
に
咽
び
て
徘

徊
り
き
。

と
あ
っ
て
、
浦
島
の
そ
の
後
に
つ
い
て
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
続
け
て
和
歌
の

贈
答
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
死
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
『釈
日
本
紀
』
所
引

「天
書
」
は
、
墾
日紀
』
の
記
述
を
敷
衛
し
て
、
彼

を

「神
仙
」
に
形
象
す
る
。

天
書
∧
第
八
∨
日
。
二
十
二
年
秋
七
月
、
丹
波
人
水
江
浦
島
子
、
入
海
、

竜
宮
得
神
仙
。
翁
釈
日
本
紀
』
「神
道
大
系
し

し
か
し
、
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
く
か
ら
、
「自
髪
」
と
な
っ
た

浦
島
は
死
ん
だ
こ
と
を
明
示
す
る
伝
説
が
、
お
そ
ら
く
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。

…
…
若
か
り
し
　
膚
も
跛
み
ぬ
　
黒
か
り
し
　
髪
も
自
け
ぬ
　
ゆ
な
ゆ
な

は
　
気
さ
へ
絶
え
て
　
後
つ
ひ
に

〈叩
死
に
け
る

（『万
葉
し

な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
然
る
べ
く
長
寿
だ
っ
た

（雄
略
は
享
年
の
諸
説
に
幅
が
あ

る
）
そ
の
翌
年
の
雄
略
の
死
を
暗
示
す
る
と
と
も
に
、
「白
髪
」
の
男
の
死
を
、

暗
示
す
る
。

案
の
如
く
、
三
十
代
半
ば
で
立
太
子
し
、
そ
の
二
年
後
に
即
位
し
た
清
寧
は
、

治
世
わ
ず
か
五
年
で
没
す
る
。
享
年
は
、
「若
千
」
（四
十

一
、
三
十
九
、
四
十

二
の
異
説
あ
り
）。
皇
位
は
仁
徳
の
孫
雄
略
の
子
孫
か
ら
、
再
び
、
仁
徳
の
子
履

中
の
孫
の
顕
宗
へ
移
る
。

如
上
、
『日
本
書
紀
』
編
者
の
ど
こ
ま
で
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
を
確

定
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
浦
島
説
話
が
、
氏
族
伝
承
や
、
単
な
る
伝
説
な
の
で

は
な
く
、
あ
る
レ
ベ
ル
ま
で
は
雄
略
天
皇
系
の
皇
権
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
機

能
さ
せ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
、
と
は
い
え
そ
う
だ
。
そ
し
て
ま
た
浦
島
説
話
と

は
、
そ
の
末
尾
に
い
た
っ
て
、
は
っ
き
り
と
正
負
両
面
の
多
義
性
を
あ
ら
わ
に

す
る
。
な
ら
ば

『日
本
書
紀
』
の
省
筆
も
理
解
で
き
な
く
は
な
い
。
あ
そ
こ
で

筆
を
止
め
れ
ば
、
浦
島
説
話
の
意
義
は
、
た
と
え
ば
後
代
の
嗜
好
に
即
し
て
♂
つ

ら
し
ま
の
こ
こ
ろ
に
か
な
ふ
つ
ま
を
え
て
か
め
の
よ
は
ひ
を
と
も
に
そ
へ
け

る
」
な
る
祝
言
の
和
歌
の
素
材
と
し
て
な
り
た
つ
ほ
ど
、　
一
義
的
に
縮
小
さ
れ

た
ま
ま
凍
結
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

三

そ
し
て
、
浦
島
説
話
に
は
、
平
安
期
、
新
た
な
展
開
が
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
、

「同
名
異
人
」
の
天
長
二
年
帰
還
説
で
あ
る
。
も
っ
と
も
浦
島
伝
説
を

「史
実
」



（三
浦
佑
之
前
掲
書
）
と
し
て
記
し
た

『日
本
書
紀
』
の
記
述
が
、
「往
つ
た
時

や
ら
還
つ
た
時
や
ら
わ
か
ら
な
い
」
（阪
口
保

『浦
島
説
話
の
研
究
し

よ
う
な
、

帰
還
時
期
に
お
い
て
曖
昧
な
部
分
を
残
す
も
の
で
あ
っ
た
故
に
、
浦
島
再
生
に

は
正
史
補
完
の
名
目
も
立
つ
。
そ
れ
が
平
安
の
あ
る
時
期
に
比
定
さ
れ
た
年
代

上
の
根
拠
は
、
『丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
や

『続
浦
島
子
伝
記
』
に
い
う
、
不
確

か
な
概
数
と
し
て
の

「三
百
年
」
の
読
み
替
え
で
あ
り
、

（浦
島
の
問
い
に
）
郷
人
答
へ
け
ら
く
、
Γ
…
・吾
、
古
老
等
の
相
伝
を
聞

く
に
、
先
世
に
水
江
の
浦
嶼
子
と
い
ふ
も
の
あ
り
き
。
独
り
蒼
海
に
遊
び

て
、
復
還
り
来
ず
。
今
、
三
百
余
歳
を
経
つ
と
い
へ
り
。
…
…
」
と
い
ひ

き
。
３
風
土
記
し

浦
嶋
子
は
、
何
許
の
人
な
る
を
知
ら
ず
、
…
…
齢
、
三
百
歳
を
過
ぎ
た
り

と
雖
も
、
形
容
は
童
子
の
如
し
。
３
続
浦
島
子
伝
記
』
冒
頭
）

そ
れ
が
天
長
二
年
に
付
会
さ
れ
て
き
た
の
は
、
該
年
が
嵯
峨
天
皇
の
四
十
賀
の

年
に
当
た
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
も
、
資
料
的
に
自
明
だ
ろ
う
。

（嵯
峨
天
皇
の
）
次
の
帝
淳
和
天
皇
と
申
し
き
、
桓
武
天
皇
第
二
の
み
こ
、

御
母
、
参
議
藤
原
百
川
の
女
旅
子
な
り
。
…
…
天
長
二
年
十

一
月
四
日
丙

申
、
帝
嵯
峨
の
法
皇
の
四
十
の
御
賀
し
給
ひ
き
。
今
年
浦
島
の
子
は
帰
れ

り
し
な
り
。
も
た
り
し
玉
の
箱
を
あ
け
た
り
し
か
ば
、
紫
の
雲
西
ざ
ま
へ

ま
か
り
て
、
の
ち
、
い
と
け
な
か
り
し
形
、
忽
に
翁
と
な
り
て
、
は
か
ば

か
し
く
歩
み
を
だ
に
も
え
せ
ぬ
程
に
な
り
に
き
。
雄
略
天
皇
の
御
世
に
失

せ
、
こ
と
し
三
百
四
十
七
年
と
い
ひ
し
に
帰
り
た
り
し
な
り
。
■
水
鏡
』

流
布
本
、
「岩
波
文
庫
し

四
十
賀
は
、
「初
老
」
と
し
て
、
算
賀
の
始
ま
り
で
あ
る

（中
村
義
雄

『平
安

時
代
の
風
俗
と
文
学
し
。
嵯
峨
天
皇
の
四
十
賀
に
つ
い
て
は
、
『日
本
紀
略
』
天

長
二
年
十

一
月
二
十
八
日
に
「奉
レ
賀
二
太
上
皇

（嵯
峨
）
五
八
之
御
齢
Ｔ
…
ご

∩
国
史
大
系
し

と
あ
っ
て
、
後
日

（三
十
日
）
「皇
太
子

（正
良
）
上
表
。

奉
レ賀
二
仙
算
ピ

と
い
う
。
そ
の
上
表
文
は

『類
従
国
史
』
巻
二
十
八

（「国
史

大
系
し

に
載
る
が
、
そ
こ
に
は

「仙
齢
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
。
「仙
算
」

「仙
齢
」
と
し
て
称
え
ら
れ
る
嵯
峨
の
長
寿
に
、
仙
人
の
齢
を
保
つ
浦
島
の
出

現
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
も
出
来
過
ぎ
で
あ
る
。

嵯
峨
、
淳
和
、
仁
明
と
い
っ
た
あ
た
り
の
歴
代
は
、
神
仙
好
み
を
伝
え
ら
れ

る
。
「浦
島
子
が
長
命
祈
願
の
対
象
と
し
て
偶
像
化
さ
れ
、
天
皇
の
四
十
の
宝
算

の
祝
賀
の
た
め
に
、
と
く
に
注
目
さ
れ
た
こ
と
は
、
淳
和
の
つ
ぎ
の
仁
明
朝
に

も
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

」
（重
松
明
久

「浦
島
伝
　
解
説
し

興
福
寺
大
法
師
等
、
為
レ
奉
レ
賀
三
天
皇
宝
算
満
二
十
其
四
十

・…
‥
更
作
下

天
人
不
レ
拾
二
芥

（子
ヽ

天
衣
罷
レ
払
レ
石
。
翻
撃
・一御
薬
一。
倶
来
祗
候
。
及

浦
島
子
暫
昇
二
雲
漢
一。
而
得
二
長
生
一。
吉
野
女
砂
通
二
上
天
一面
来
且
去
等

像
Ｐ
副
レ
之
長
歌
奉
レ
献
、
其
長
歌
詞
日
…
…

（『続
日
本
後
紀
』
巻
十
九
、

嘉
祥
二
年
三
月
二
十
八
日
、
「増
補
六
国
史
し

仁
明
の
場
合
、
そ
の
算
賀
は
皮
肉
な
翌
年
の
死
に
終
わ
る
の
だ
が
、
嵯
峨
淳

和
と
も
に
そ
の
後
長
寿
と
在
位
を
継
続
す
る
。
す
な
わ
ち
、
還
っ
て
き
た
浦
島

に
期
待
さ
れ
た
の
は
、
も
は
や
皇
位
交
代
の
兆
し
と
し
て
の
祥
瑞
性
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
、
神
仙
思
想
に
乗
っ
取
っ
た
、
長
寿
の
、
仙
人
と
し
て
の

浦
島
で
あ
っ
た
。
還
っ
て
き
た
浦
島
に

「亀
」
の
存
在
は
付
随
し
な
い
。
「玉
の

箱
」
を
開
け
て
立
ち
昇
っ
た
祥
瑞
と
し
て
の

「紫
雲
」
も
、
平
安
期

『文
徳
実

録
』
コ
一代
実
録
』
に
散
見
す
る
報
告
を
見
れ
ば
、
皇
位
継
承
と
は
無
縁
で
あ
る
。

四

さ
て
、
『古
事
談
』
が
お
そ
ら
く
は
出
典
と
し
て
参
照
し
た

『扶
桑
略
記
』
雄

略
二
十
二
年
に
は
、
同
じ
浦
島
の
伝
説
を
記
し
た
物
語
が
二
つ
あ
っ
て

『古
事



談
』
に
引
か
れ
た
伝
記
は
、
そ
の
後
半
部
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
の
物
語
も
、

出
発
と
帰
還
と
、
ほ
ぼ
同
じ
事
柄
を
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
出
自
と
し
て
の
出

典
を
異
に
す
る
。
『古
事
談
』
に
継
承
さ
れ
た
後
半
部
は
「続
浦
島
子
伝
云
…
…
帰

去
到
故
郷
澄
江
浦
。
∧
己
上
続
伝
略
抄
∨
」
と
あ
っ
て
、
『続
浦
島
子
伝
記
』
の

略
抄
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
が
、
前
半
部
は
、
出
典
を
記
さ
ず
、
内
容
上

『丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
の
系
統
の
物
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『古
事
談
』
は
二
つ
あ
る
物
語
を
前
に
し
て
、
何
故
後
半
部
を
引
用
し
た
の

か
。
敢
え
て
謂
え
ば

『続
浦
島
子
伝
記
』
系
と

『丹
後
国
風
上
記
逸
文
』
系
該

当
部
の
異
な
り
と
は
何
か
。
そ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
「
丹
後
国
風
土
記
』

所
収
の
浦
島
伝
説
に
は
、
神
仙
思
想
を
強
く
反
映
し
な
が
ら
、
金
丹
以
下
の
方

薬
に
関
す
る
所
見
を
全
く
徴
し
え
な
い
」
（重
松
明
久

「浦
島
子
伝
　
解
説
し

と
い
う
指
摘
は
、
重
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
渡
辺
秀
夫
氏
に
拠
れ
ば
、
『続
浦
島
子
伝
記
』
の
重
要
な
プ
ロ
ッ
ト

に
、
「房
中
術
」
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
。

天
仙
の
住
む
蓬
末
宮
に
招
き
入
れ
ら
れ
、
ま
す
ま
す
仙
人
の
属
性
を
革
新

し
た
浦
島
は
、
い
よ
い
よ
仙
女
と
同
会
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
そ
の
箇

所
は
、
『医
心
方
』
（房
内
）
に
引
用
さ
れ
る
ご
と
き
道
教
医
学
の
房
中
術
、

性
技
の
型
の
数
例
を
引
用

。
例
示
し
、
男
子
工
朝
官
人
た
ち
の
好
む
ポ
ル

ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
趣
向
を
盛
り
込
む
。
（渡
辺
秀
夫

「『続
浦
島
子
伝
記
』

略
注
し

た
だ
し
、
こ
れ
も
、
単
な
る
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
・
涯
書
と
し
て
の
興
味

の
み
で
な
く
、
上
掲
の

『洞
玄
子
』
自
身
の
主
張
が
そ
う
で
あ
り
、
ま
た
、

こ
の
あ
と
の
部
分
に
も
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
元
来
、
神
仙
、
道
教
に
お

け
る
房
中
術
と
は
、
長
生

（養
気
）
の
方
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
も
の

で
あ
り
、
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
趣
向
も
そ
う
し
た
神
仙
の
型
を
逸
脱
す
る

も
の
で
は
な
い
。
（同
氏

『続
浦
島
子
伝
記
』
の
論
し

『古
事
談
』
翁
略
記
し

は
、
略
抄
で
あ
る
た
め
、
右
に
渡
辺
氏
が
着
目
す
る
部

分
は
、
多
く
落
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
た
と
え
ば
、
傍
線
部
に
、
そ
の
一
部

は
含
ま
れ
て
い
る
。

栄
。
玄
泉
之
涯
頭
。
蘭
菊
含
咲
而
不
凋
。
島
子
与
神

女
共
入
玉
房
。
薫
風
吸
宝
帳
而
羅
帷
添
香
。
翡
翠
簾
萎
而
翠
嵐
巷
筵
。
芙

蓉
帷
開
而
素
月
射
幌
。
朝
服
金
丹
石
髄
。
暮
飲
玉
酒
現
漿
。
九
光
芝
草
駐

老
之
方
。
百
節
菖
蒲
延
齢
之
術
。
名
古
事
談
し

さ
ら
に
右
に
は
、
「房
中
術
」
と
と
も
に
、
「金
丹
」
以
下
の
仙
薬
を
飲
み
、

「延
齢
之
術
」
を
積
む
浦
島
が
明
確
に
抄
出
さ
れ
て
い
る
。
重
松
明
久
前
掲
論

文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
浦
島
が
飲
む
仙
薬
の

「金
丹
」
に
つ
い
て
は
、
淳
和
、

仁
明
も
積
極
的
に
も
し
く
は
冒
険
的
に
試
み
て
い
た
こ
と
、
仁
明
自
身
の
言
葉

と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る

（仁
明
崩
伝
）。
『続
浦
島
子
伝
記
』
の
い
わ
ゆ
る
閏
房

場
面
と
医
薬
の
場
面
が
、
実
は
浦
島
の
亀
や
帰
還
よ
り
、
重
要
だ
っ
た
の
か
も

知
れ
な
い
。

こ
こ
で
、
前
述
し
た

『続
日
本
後
紀
』
仁
明
四
十
賀
の
、
興
福
寺
大
法
師
に

よ
る
寿
ぎ
の
贈
り
物
と

「御
薬
」、
ま
た
長
歌
に
つ
い
て
、
渡
辺
秀
夫
氏
の
指
摘

を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

浦
島
子
は

「雲
漢
に
昇
り
て
長
生
を
得
た
り
」
、
「限
り
な
く
命
有
り
し
」

（長
歌
詞
）
の
ご
と
く
、
不
老
の
仙
人
と
し
て
描
か
れ
る
な
ど
―
―
そ
れ

は
多
分
に
聖
体
の
無
窮
を
祈
る
祝
儀
的
置
換
と
し
て
で
は
あ
る
が
―
―
、

こ
こ
に
は
、
従
前
の
そ
れ
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
に
、
旧
来
の
古
伝

承
が
神
仙
諄
的
意
匠
の
も
と
に
再
生
享
受
さ
れ
る
一
相
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
Γ
…
・御
薬
」
―
―
天
人
が
長
寿
を
祝
福
し
て
来
臨
し
帝
に
奉
る

薬
―
―
と
は
、
神
仙
諄
の
文
脈
で
解
す
れ
ば
不
死
薬
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

44



平
安
朝
に
お
け
る
道
教
の
受
容
形
態
の
特
徴
が
、
観
念
的
な
神
仙
へ
の
憧

憬
と
共
に
、
医
学
的
摂
取
で
も
あ
っ
た
と
い
う
例
に
も
れ
ず
…
…
仁
明
帝

は
、
歴
代
の
唐
代
皇
帝
に
も
多
く
の
事
例
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
治
病

に
際
し
、
金
液
丹

・
白
石
英
と
い
う
道
教
の
丹
薬
を
好
ん
で
服
用
し
た
と

い
う
か
ら
、
そ
の
長
生
を
祝
う
造
り
物
に
、
《
天
皇
と
不
死
薬
Ｖ
と
い
う

趣
向
は
一
層
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
（渡
辺
秀
夫

「『竹

取
物
語
」
と
神
仙
諄
し

そ
の
差
異
は
微
細
で
あ
っ
て
も
、
『古
事
談
』
は
、
右
の
フ
ァ
ク
タ
ー
を
有
す

る
物
語
の
方
を
選
択
し
て
抄
出
し
た
。
そ
の
物
語
に
お
い
て
、
「天
仙
」
た
る
「神

女
」
と

「地
仙
」
と
し
て
の
浦
島
が
、
蓬
末
の
宮
で
繰
り
広
げ
て
い
た
の
は
、

二
人
神
仙
の
修
行
と
し
て
仙
薬
を
飲
み
、
「房
中
術
」
を
行
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ

の
結
果
、
浦
島
は
、
結
末
は
と
も
あ
れ
、
長
寿
を
得
、
「容
顔
如
幼
童
」
だ
っ
た
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
浦
島
の
物
語
を
な
ぞ
る
よ
う
に
、
仁
明
、
そ
し
て
淳

和
が

「金
丹
」
を
紙
め
た
が
ゆ
え
に
、
興
福
寺
の
大
法
師
達
は
こ
と
さ
ら
に
浦

島
を
詠
い
、
『続
日
本
後
紀
』
は
、
崩
伝
に

「道
教
の
丹
薬
」
愛
好
を
告
白
す
る

仁
明
の
言
葉
を
記
す
。
浦
島
は
、
『日
本
書
紀
』
の
役
割
と
は
違
っ
た
意
味
で
、

天
皇
の
命
と
深
く
関
わ
っ
て
形
象
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

五

『続
浦
島
子
伝
記
』
で
島
子
は
神
女
の
住
ま
い
「蓬
末
山
」
の
宮
を

「仙
洞
」

と
呼
び
、
『古
事
談
』
に
も
伝
わ
る
。

ョ
モ
ギ
ガ
ホ
ラ
は
、
『八
雲
御
抄
』
に
、
御
所
の
異
名
と
し
て
あ
げ
ら
れ
、

『続
古
今
和
歌
集
』
賀
の
歌
に

「世
を
て
ら
す
よ
も
ぎ
が
ほ
ら
の
月
影
は

秋
つ
し
ま
根
の
お
く
も
く
も
ら
じ
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は

『拾
芥
抄
」
に
、

蓬
葉
宮
、
蓬
壺
と
い
い
、
内
裏
の
異
名
と
し
て
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
（和
田
英
松

『官
職
要
解
し

『古
事
談
』
浦
島
説
話
に
は
蓬
末
宮
、
と
い
う
言
葉
が
見
え
、
ま
た
彼
ら
二

人
の
こ
と
を

「天
仙
」
、
「地
仙
」
と
呼
ぶ
。

本
来
身
分

・
階
級
の
異
な
る
天
仙

（蓬
葉
に
住
む
）
と
地
仙

（名
山
に
住

む
）
は
同
居
し
え
な
い
が
、
天
仙
で
あ
る
亀
媛
は
…
…
夫
婦
の
契
…
…
を

結
ぼ
う
と
い
っ
て
、
地
仙
で
あ
る
浦
島
子
を
特
別
の
方
法
で
蓬
葉
宮
へ
誘

お
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
（渡
辺
秀
夫

「『続
浦
島
子
伝
記
』
略
注
し

「天
仙
之
洞
」
と
い
う
語
を
立
項
す
る

『広
漢
和
辞
典
』
は
、
そ
れ
を

「宮

中
の
建
物
」
と
釈
し
、
『本
朝
文
粋
』
菅
原
文
時
の
論
奏

（巻
四
９６

「天
仙
之
洞

雖
静
、
以
酔
以
飽
」
「新
大
系
し

を
挙
例
す
る
。
「天
仙
」
の
い
る
と
こ
ろ
は
、

ま
さ
し
く
宮
中
、
も
し
く
は
、
文
字
通
り

「仙
洞
」
御
所
そ
の
も
の
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
「天
仙
」
と
は
天
皇
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
読
む
こ
と
も
出
来
る
。

「本
来
身
分

・
階
級
の
異
な
る
」
「蓬
末
」
（御
所
）
に
住
む
高
貴
な
女
性
が
、

地
上
の
男
性
と
交
わ
り
、
病
を
癒
し
、
「特
別
の
方
法
で
」
女
帝
が
、
「蓬
葉
宮

へ
誘
お
う
と
い
う
」
の
は
、
「蓬
末
宮
」
の
用
法
に
鑑
み
れ
ば
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
、

称
徳
天
皇
と
道
鏡
と
の
前
話
の
世
界
で
あ
る
。

『古
事
談
』
第

一
話
で
、
道
鏡
は

「常
侍
一一禁
液
こ

と
言
わ
れ
て
い
る
。
史

上
、
道
鏡
が
始
め
て
称
徳
天
皇
の
寵
愛
を
勝
ち
取
っ
た
の
が
、
保
良
の
官
に
お

け
る
、
病
看
病
だ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
■
人
物
叢
書
　
道
鏡
し

仙
「洞
」
と
「ほ
ら
の
み
や
」、
そ
の
音
通
に
は
心
引
か
れ
つ
つ
も
今
措
い
て
、

第

一
話
の
底
流
に
は
、
彼
等
の
印
象
強
い
閏
房
の
秘
め
事
ば
か
り
で
は
な
く
、

天
皇
と
法
王
と
い
う
男
女
二
人
の
権
威
者
と
し
て
高
ま
っ
て
い
く
二
人
の
、
宮

中
に
お
け
る
密
や
か
な
病
と
医
薬
の
問
題
が
潜
む
。

そ
の
称
徳
は
、
粗
相
に
よ
っ
て
再
び
病
を
得
、
「医
師
」
に
委
ね
ら
れ
よ
う
と

し
た
と
こ
ろ
を
、
阻
ま
れ
死
に
至
る
。
関
房
、
医
師

。
医
薬
が
、
裏
目
に
出
て
、



死
に
至
る
の
で
あ
っ
た
。

称
徳
天
皇
。
道
鏡
之
陰
。
猶
不
足
二
被
二
思
召
■
ア
。
以
二
暑
預
一作
二
陰
形
「

令
レ
用
レ
之
給
之
間
。
折
籠
云
々
。
側
腫
塞
。
及
二
大
事
一
之
時
。
小
手
尼

∧
百
済
国
医
師
。
其
手
如
二
嬰
児
手
一∨
。
奉
レ
見
云
。
帝
病
可
レ
癒
。
手

ニ

塗
レ
油
欲
レ
取
レ
之
。
髪
右
中
弁
百
川
。
霊
狐
也
卜
云
テ
。
抜
レ
創
切
二
尼

肩
一云
々
。
優
無
レ
療
。
帝
崩
。
（以
下
、
称
徳
と
道
鏡
の
関
連
記
事
、
及
び

後
日
諄
を
載
せ
る
が
、
略
す
）

一
方
、
浦
島
は
、
関
房

。
仙
薬
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
三
百
歳
の
長
寿
を

得
た
。

第

一
話
と
第
二
話
と
は
、
こ
の
よ
う
に
、
伝
統
的
に
天
皇
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と

し
て
描
か
れ
て
き
た
浦
島
に
よ
っ
て
、
皮
肉
な
好
対
照
を
為
す
。
し
か
し
、
両

者
に
通
じ
て
い
る
点
は
、
帝
、
も
し
く
は
天
仙
に
当
た
る
人
物
の
方
が
、
い
ず

れ
も
女
性
で
あ
る
点
だ
ろ
う
。
浦
島
が
、
特
別
の
方
法
で
天
仙
の
い
る
蓬
末
に

居
座
る
こ
と
が
結
局
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
、
道
鏡
も
、
「道
鏡
之
陰
。
猶
不
足

二
被
思
召
テ
」
と
あ
る
か
ら
、
帝
か
ら
見
放
さ
れ
る
よ
う
に
、
蓬
葉
宮
、
す
な

わ
ち
宮
中
に
居
座
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
な
お
注
意
す
べ
き
は
、
も
し
浦
島
や
道
鏡
が
蓬
末
宮
に
召
さ
れ
た

と
し
て
も
、
彼
等
は
天
仙
や
帝
で
な
い
以
上
に
、
つ
い
に

「后
宮
」
で
は
あ
り

え
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

『古
事
談
」
巻

一
が

「王
道
后
宮
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
持
つ
こ
と
を
想
起
し

た
い
。
『古
事
談
』
は
そ
の
冒
頭
を
、
逆
転
、
決
し
て

「王
道
后
宮
」
と
し
て
完

結
し
得
な
い
世
界
か
ら
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
独
自
な
知
性
が

見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

六

さ
て
、
浦
島
は
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『古
事
談
』
が
、
「容
顔

如
童
」
で
筆
を
止
め
て
し
ま
う
の
は
、
同
文
の

『和
歌
童
蒙
抄
』
『水
鏡
』
が
、

（・９
）

い
ず
れ
も
、
行
歩
叶
わ
ぬ
老
衰
の
浦
島
を
描
く
の
と
対
照
的
だ
。

『古
事
談
』

が
浦
島
の
そ
の
後
に
見
て
い
た
も
の
は
、
老
い

（た
と
え
ば
群
書
類
従
本

『浦

島
子
伝
し

な
の
か
、
仙
人
と
し
て
の
昇
華
な
の
か

（『続
伝
記
し

ま
た
は
、
死

な
の
か

（『本
朝
神
仙
伝
し
。
多
義
的
な
浦
島
は
依
然
健
在
な
だ
け
に
、
省
筆
は

効
果
的
で
あ
る
。
た
だ
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
浦
島
の

「幼
顔
」
が
、
本

論
冒
頭
に
引
い
た
伊
東
氏
の
言
を
借
り
れ
ば

「怪
」
し
く
も
気
味
悪
く
、
再
び

天
皇
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
第
三
話
を
照
射
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
こ
に

も
九
ヶ
月
の
稚
児
を
め
ぐ
っ
て

「童
謡
」
が
、
「怪
」
し
く
記
さ
れ
る
。

清
和
天
皇
。
嘉
祥
三
年
十

一
月
二
十
五
日
為
二
皇
太
子
「
誕
生
之
後
綾
九
ヶ

月
也
。
先
レ
是
有
二
童
謡
一云
。
大
枝
ヲ
超
テ
奔
超
テ
騰
躍
超
テ

（下
略
）

第
二
話
は
、
第

一
話
の
形
式
に
よ
く
似
て
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
あ
る
御
代
の

衝
撃
的
な
説
話
を
語
り
、
続
け
て
、
注
文
の
よ
う
に
関
連
の
記
事
を
摘
記
す
る

一
方
、
第
二
話
は
、
ョ
一超
」
の

「童
謡
」
を
め
ぐ
っ
て
、
コ
一代
実
録
』
に
同

文
的
な
記
述
を
引
用
し
た
後
、
「此
事
見
二
李
部
王
重
明
記
一。
∧
承
平
元
年
九
月
四

日
夕
。
参
議
実
頼
朝
臣
来
談
及
二
古
事
一陳
云
文
徳
云
々
∨
」
と
い
う
注
記
を
残
し
て

突
如
終
わ
る
。
第
二
話
は
、
注
記
以
外
の
叙
述
内
容
は
、
ほ
と
ん
ど

『三
代
実

録
」
と
も
変
わ
ら
な
」
型

が
、
『大
鏡
裏
書
』
に
よ
れ
ば
、
実
は
指
示
さ
れ
る
出

典
た
る

『李
部
王
記
』
の
重
要
な
の
は

「云
々
」
と
略
し
た
部
分
以
下
で
あ
っ

て
、
皇
位
継
承
争
い
か
ら
派
生
し
た
興
味
深
い
政
治
史
を
筆
録
し
て
い
る
。
第

一
話
第
二
話
で
は
、
本
話
と
そ
れ
に
対
す
る
付
加
的
注
記
と
い
う
形
態
で
物
語

を
記
し
て
見
せ
た

『古
事
談
』
が
、
正
史
の
裏
面
を
暗
示
す
る
付
加
的
注
記
の



存
在
を
ち
ら

つ
か
せ
な
が
ら
、
こ
こ
で
は

一
転
、
出
典
名
と

「文
徳
云
々
」
と

い
う
含
み
あ
る
省
筆

に
終
わ

っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
割
注
部
分
に
は
本
書
「古

事
談
」
の
書
名
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
鈍

作
品
は
、
書
き
出
し
だ
け
が
す
べ
て
で
は
な

い
け
れ
ど
も
、
ま
た
巻
頭
が
お

ろ
そ
か
で
あ
る
は
ず
も
な

い
。
六
国
史
を
き
わ
ど
く
か
す
め
な
が
ら
、
抄
出
と

省
筆
と
、
作
品
と
し
て
の
演
出
は
相
当
に
緻
密
で
あ
り
、
本
稿
も
ま
た
そ
の
周

辺
を
徘
徊
し
た
に
す
ぎ
な

い
。
本
書

の
背
後

に
あ
る
歴
史
と
の
距
離
感
を
正
し

く

つ
か
み
な
が
ら
、
彼

の
知
性
を
追

い
か
け
る
こ
と
は
、
や
は
り
相
当

に
む
ず

か
し
い
。

在̈（１
）

た
だ
し
、
氏
が

『和
歌
童
蒙
抄
』
の

「委
見
国
史
」
を
、
浦
島
説
話
の
記
事
に
か

け
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
の
は
誤
解
だ
ろ
う
。
「委
見
国
史
」
と
は
、
上
文
へ
の
注
記
、

即
ち
丹
波
の
国
の
分
割
、
「元
明
天
皇
六
年
四
月
」
の
記
事
が

「委
見
国
史
」
と
い
う

の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は

，続
日
本
紀
』
和
銅
六
年
四
月
三
日
の
記
事
を
指
す
。
「和

歌
童
蒙
抄
」
該
当
部
直
前
の

「委
見
日
本
紀
第
十
四
」
と
い
う
指
示
は
、
そ
の
下
に

引
か
れ
る
浦
島
記
事
を
さ
す
が
、
巻
二

「更
衣
」
の
条

「委
見
日
本
紀
」、
「氷
室
」

「委
見
日
本
紀
」、
「荒
和
抜
」
「委
見
日
本
紀
十
二
巻
」、
巻
三

「山
」
「委
見
日
本
紀

問
答
抄
」、
同

Ｐ
…
・・い
ふ
と
日
本
紀
に
み
え
た
り
」
な
ど
す
べ
て
直
前
の
記
事
を
指

す
。

（２
）

重
松
明
久

「浦
島
伝

（古
事
談
ご

注
、
「浦
島
子
伝
　
解
説
」
翁
浦
島
子
伝
し
、

渡
辺
秀
夫

「∧
付
説
∨
群
書
類
従
本

『浦
嶋
子
伝
」
の
検
討
」
（渡
辺
氏
の
論
考
は
、

以
下
す
べ
て
、
同
氏
著

『平
安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
し
に
拠
る
）
参
照
。
「略
記
』
『古

事
談
」
共
に
後
半
の
神
女
の
言
葉
の
直
前
に
誤
脱
を
含
む

全
剛
掲
二
書
参
照
）。
ほ
ぼ

同
文
ゆ
え
引
用
は
省
略
す
る
。
「古
事
談
」
第

一
話
に
も

『扶
桑
略
記
」
所
引
が
予
想

さ
れ
る

（益
田
勝
実

「古
事
談
」
『解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
四
十
年
二
月
、
現
代
思
潮
社

『古
事
談
し
。
な
お
、
本
話
後
半
部
分
が

一
段
下
げ
て
記
さ
れ
て
い
る
本
文
の
形
式

に
つ
い
て
も
考
察
が
必
要
で
あ
る
が
、
今
は
格
別
の
知
見
を
有
し
な
い
。

（３
）
　

「浦
島
太
郎
誕
生
の
諸
問
題
―
―
中
世
に
お
け
る
そ
の
諸
層
―
―
」
∩
苫
小
牧
駒

沢
短
期
大
学
紀
要
」
第
１６
号
、　
一
九
八
四

・
三
）

（４
）

こ
の
前
半
部
に
つ
い
て
も
、
■扶
桑
略
記
」
を
有
力
な
編
纂
資
料
と
す
る
後
掲

『水

鏡
』
の
存
在
な
ど
か
ら
も

『扶
桑
略
記
」
天
長
二
年
の
項
出
典
が
疑
わ
れ
る
と
こ
ろ

だ
が
、
現
存

「略
記
』
に
は
該
当
年
を
欠
く
。

（５
）

浦
島
説
話
の
非
始
祖
神
話
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
三
浦
佑
之

『浦
島
太
郎
の
文
学

史
』
参
照
。

（６
）

浦
島
子
伝
に
関
わ
る
文
献
の
引
用
に
つ
い
て
特
に
注
記
し
な
い
場
合
は
、
重
松
明

久

『浦
島
子
伝
』
に
拠
る
。

（７
）

「南
史
』
宋
文
帝
紀
の

「景
平
初
有
二
黒
竜
一、
見
二
西
方
一、
五
色
雲
随
レ
之
、
二
年
江

陵
城
上
有
二
紫
雲
一
望
レ
気
者
、
皆
以
為
二
帝
王
之
符
ピ

と
い
う
記
述
。
「大
漢
和
し
、

「岩
波
仏
教
辞
典
』
他
参
照
。

（８
）

関
連
す
る
論
考
と
し
て
、
福
原
栄
太
郎

「祥
瑞
考
」
翁
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
６５
号
）
参

照
。

（９
）

増
田
繁
夫
氏
は
、
浦
島
説
話
の
末
尾
に
つ
い
て
の
一
般
通
念
を
疑
い
、
「望
郷
の
念

ひ
に
堪
へ
ず
し
て
常
世
か
ら
還
り
、
玉
手
箱
を
開
け
た
が
た
め
に
老
い
衰
へ
て
命
果

て
た
、
と
い
ふ
我
々
に
周
知
の
話
」
の
型
と
と
も
に
、
「非
常
な
幸
運
に
恵
ま
れ
て
常

世
に
わ
た
り
、
神
仙
と
な
つ
て
美
女
と
長
寿
を
得
た
、
と
い
ふ
型
」
の
復
元
を
、
「
い

ま
に
伝
は
る
説
話
の
中
」
の

「種
々
の
痕
跡
し
か
ら
探
ろ
う
と
す
る

（前
掲
論
文
）。

（１０
）

『日
本
紀
寛
宴
和
歌
」
大
江
朝
望

「得
浦
島
子
」
含
続
群
書
類
従
し
。

重
松
明
久
前
掲
論
文
。
渡
辺
秀
夫

「
『続
浦
島
子
伝
記
し
の
論
」
他
参
照
。

（ｎ
）

こ
の
点
、
残
念
な
が
ら
該
当
す
る
正
史

『日
本
後
紀
じ
当
該
年
を
欠
く
が
、
は
た

し
て
、
ど
の
よ
う
な
記
事
が
記
さ
れ
て
い
た
か
、
疑
問
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

重
松
氏
や
生
井
氏
も
い
う
よ
う
に
、
■日
本
紀
略
彗
該
当
年
に
は
、
浦
島
伝
説
を
記
さ

な
い
。
（雄
略
二
十
二
年
に
は

「書
紀
」
を
抄
出
）。
も
ち
ろ
ん
、
「扶
桑
略
記
』
欠
脱

と
相
俊

っ
て
、
無
批
判
な
前
提
は
慎
み
た
い
。

（‐２
）

『続
日
本
後
紀
』
嘉
承
三
年
二
月
二
十
五
日
仁
明
崩
伝
で
は
、
病
弱
だ
っ
た
彼
の
年

齢
に
つ
い
て
、
「仙
齢
之
算
、
亦
鍮
二
四
十

ご

と
叙
さ
れ
る
。

（・３
）

こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
林
晃
平

「浦
島
伝
説
と

「古
語
」
の
行
方
」
翁
駒
澤
大

学
苫
小
牧
短
期
大
学
紀
要
』
第
２５
号
、　
一
九
九
三
）
参
照
。

（‐４
）

小
島
憲
之

■上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
　
中
し
、
渡
辺
秀
夫

「∧
付
説
∨
群
書
類

従
本

『浦
嶋
子
伝
し
の
検
討
」
参
照
。

（・５
）

た
だ
し

『風
土
記
し
に
比
し
て
潤
色
の
加
わ
っ
て
い
る

「扶
桑
略
記
」
前
半
部
に

は
、
「神
女
父
母
。
抱
レ
腕
相
憐
。
於
レ
是
命
二
千
厨
宰
↓
薦
二
玉
液
盤
髄
之
美
錯
一。

進
二
雲
飛
石
流
芳
菜
一。
朝
従
〓
瑶
池
¨
戯
二
毛
羽
之
霊
容
↓
夕
入
二
塊
室
一。
接
二
神
女
之

襟
袖

ご

と
あ
っ
て
、
以
下
論
ず
る
要
素
が
皆
無
で
は
な
い
。

（・６
）

生
井
真
理
子
氏
は
前
掲
論
文
で
、
こ
の
大
法
師
の

「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
中
心
人

物
」
に

「良
房
」
が
い
た
こ
と
、
そ
の
仁
明
が
翌
年
崩
じ
、
そ
の
死
後

「四
日
後
に

良
房
の
外
孫
た
る
惟
仁
親
王
が
生
ま
れ
て
い
る
。

」
そ
の
惟
仁
を
め
ぐ
る
皇
太
子
擁
立



の
童
謡
が
次
話
に
現
れ
る
こ
と
か
ら
、
１
古
事
談
」
編
者
は

一
。
２
Ｂ
伝
の
内
容
か

ら
想
起
さ
れ
る
興
福
寺
の
大
法
師
た
ち
の
奉
っ
た
長
歌
を
意
識
し
て
一
。
３
を
付
け

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
長
寿
に
な
る
は
ず
の
仁
明
天
皇
は
早
々
と
死
去
し
、
良
房
が

皇
太
子
の
外
祖
父
と
し
て
威
を
振
る
う
世
の
到
来
と
は
な
ん
と
奇
妙
な
こ
と
で
あ
ろ

う
か
と
の
合
み
が
あ
ろ
う
。

」
と
い
う
独
自
の
読
み
を
示
す
。

（・７
）

，」
の
語
の
典
拠
と
し
て
、
「菅
家
文
草
」
巻
五
の
、
嵯
蛾
院
を
詠
っ
た
詩
三
五
八
が

所
引
さ
れ
る
こ
と
に
も

（■官
職
要
解
』
ほ
か
）
注
意
し
て
お
き
た
い
。

（・８
）

津
田
左
右
吉
以
来
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
「天
皇
号
は
」
「広
義
の
道
教
思
想
か
ら

き
て
い
る
」
（東
野
治
之

「天
皇
号
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
」
「正
倉
院
文
書
と
木
簡

の
研
究
し
。
そ
の
天
皇
の
い
る
場
所
を

「紫
宮
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
中
国
に
お
い
て

天
の
宮
と
地
の
宮
と
は
と
も
に

「紫
宮
」
と
し
て
象
徴
さ
れ
る
。
（福
永
光
司

「天
皇

と
紫
宮
と
真
人
―
―
中
国
古
代
の
神
道
―
―
」
「道
教
思
想
史
研
究
し

（‐９
）

ま
た

■童
蒙
抄
彗
■水
鏡
」
は
、
三
四
八

（七
）
年
と
細
か
く
年
数
を
記
す
が
、
『古

事
談
』
は
、
雄
略
二
十
二
年
、
天
長
二
年
を
明
記
し
な
が
ら

「経
三
百
年
」
の

「帰

郷
」
を
描
く
。
三
百
年
な
ら
光
仁
年
間
で
あ
り

（阪
回
保
前
掲
書
）、
前
話
と
の
関
係

上
興
味
深
い
年
期
な
の
だ
が
〈生
井
氏
前
掲
論
文
参
照
）、出
典
を
確
定
で
き
な
い
今
、

推
論
は
控
え
た
い
。

（２０
）

ひ
そ
か
に

『古
事
談
」
は
、
惟
仁
の
年
齢
に

「■綾
」
九
ヶ
月
」
と
い
う

『李
部
王

記
』
に
も
無
い
一
字
の
批
評
を
付
す
よ
う
だ
が
。

（２．
）
　

「古
事
」
と

「談
」
の
組
み
合
わ
せ
は
も
と
よ
り
、
「古
事
し
の
用
例
は
、
本
書
に

お
い
て
こ
こ
一
例
で
あ
る
。

―
―
本
学
助
教
授
―
―
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